
南あ わじ市シ ビッ クテ ック 推ま事業‾ｋびコ ワー キン グス ペー ス開

鼈支援事業補助奈交イ才要綱

令和 ２年 ３Ｊ≡ｊ ２４日

告示第２８号

改‾χＥ　 令和 ３年 ５Ｊ１６ 日告示第７１号

改‾を　令加 ４年 ４Ｊ１１ 日告示第４３号

改止　 令和 ６年 ４Ｊ］１ 日告示第３８号

（趣 回）

第１ 粂　 この告示は、 高度技術を有する 起］集京等の定着‾反び集積並びにを業の

サテ ライ トオフィ ス戛設、 テレ ワー ク導入等を皿し、 市の経済の持続的成

長に 「氛けた産業の振興、 新たな雇鴇の創芭、多様な働き方の推戔ゾ反び地域俎

性化を回 るた め、 予算の範回内において シビ ック テッ ク推彑事業‾反びコワー

キン グス ペー ス單設支援事業補助金 （欸下「補助 金」 とい う。 ）を 交付する

こと に関 し、 兵庫県産業労働部補助金交付要綱（彩、下「県要綱」 とい う。）

‾反び南あわ じ市抽釣台等交イ才規則（生成１７年獵あわ じ市規ｍ第１４７ 倚。 八下

「規則」 とい うｏ ）に定めるも ののほか、必要な事項を定める もの とする。

（定義）

第２ 条　 この告示において、次に掲げる 用語の定義は、萢該各号に定め るとこ

ろに よる。

（１）起業京等　 革新的なアイ デア と高度ＩＴ技術又はそ の他高度技術 （ラ イフ

サイ エンス、 フー ドテ ック 、バイオテク ノロ ジー等） を活用し、新 しい形

態のサー ビスやビジネスを展開するケ業又は個人若し くはその展開を目指

す者をい う。

（２）事業所等　 ＴＴ 関連の事業所又は コワ ーキ ングスペース （機器設置施鼈、

サーバルーム、トイレ等必要な施鼈を含む。 ）をいう。

（３）取得　建物八び附属鼈備を建設又は購入に より 調達する こと をい う。

（４）賃借　朧物攷び附属設備を賃貸借契剔によ ち識速するこ とをいう。



（５）事務機器　 ＯＡ機器、デスク 、椅子、 キャ ビネ ット 等をいう。

（６）中 県俎業者　 中掣企業等経営強化法 （平成１ １年隹律第１ ８倚）第 ２条第１

項第 １号から第５ 号までに規定する者をいう。

（７）みなし大企業　次のいずれかに該当する中 ／」 ヽ企業をいう。

ア　 発行済株式の総数叉は ｍ賢台額の２ 分の １顕上が 覬一の大企業の所有

に頴 している法人

イ　 発行済株式の総数又は芭資金額の３ 分の ２牡上が複数の大を業の所有

に属 している法人

ウ　 大蛆業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２ 分の １社上を含

めている法人

（補釣台 の交付対象）

第３ 条　 この事業 の補助筒象者、補助筒象経費、 補釣台の額等 は、 別表第１Ｗ

び別表第 ２に掲げ ると おり とす る。

２　 補助筒象経費のう ち、 悵祖公氛、消苛税八び地方消費税は、補助筧象とし
ｔ

ない。

３　 補釣台の額に千Ｒ未満の端数が圭じたと きは、こ れを顯り 捨て るも のとす

る。

（交付申 請）

第４ 粂　 補釣台の交付を受 けよ うと する 者（八下 「交付申請者」と いう 。）

は、 葹該事業 に着手す る前 （補助期 顋が複数年度 に渡 る場合は 、２ 年目 欸降

の申請について、 荳該年度の事業開始後 ２週顋ふ内） に次の各号に定め る書

類を 市長 に提 ｉし なければ なら ない。

（１）補助金なイ才申請書 （様式第 １号）

（２）県要綱によ る補助金交付申請書Ｗび添回書類の写し

（３）その他市長が必要と懾める書類

（交付決定）

第５ 条　 市長 は、 前条の申 請に係る 書類の審与太び必要に心して觝う現逖調査

等に より 、葹該申 請に係る 補助金を交付すべきも のと 認め ると きは、補助金



の交付決定（以下 ［交付決定］ とい う。 ）を する。

２　 市長は、 交イ才決定をする場合において、荳該補助金のな付の 目的を達成す

るた め必要が ある とき は、 条件 をイ才す るも のと する。

３　 市長は、 交付決定の［蝋容‾ル、び 二れに付 した条件 を、 補助金交付決定通知書

（様式第 ２号）に より 交付 申請者に 通知 する もの とす る。

（申 請の取り 下げ）

第６ 条　前条第３ 項のを知を受けた者（証、下「補助事業者」 とい う。 ）は、荳

該適ｙ］ に係 る交付決定の 内容又は これ に付 され た条件に 不服す匹）る とき は、

燕該亟概］を受鎖 した 日か ら加算して１５日 以内 に、 申請の取 り下げをする こと

がで きる。

２　 補助事業者は、申請を句、ち下げる とき は、 補助価溲付決定辞ぶ届 （様式第

３号）を市長に提ｍし なければなら ない。

３　 前項 の申 請の 取り 下げがあ った とき は、 葹該 申請 に係 る交付決定は 、なか

った もの とみなす。

（補助事業の着手の苑芭）

第７ 条　 市長は、 補助事業者が補助事業に着手したと きは、その旨 を届 け芭る

よう 求め るこ とができ る。

（補助事業の変更、中 止‾叉は廃止）

第８ 条　 補助事業者は、ズイ才決定の内容を皿し よう とす ると きは、補顫価彑

付決定鸚容変更常售申請書 （様犬第４号）を、補助事業の中止又は廃止を行

おう とすると きは、補助事業中止（廃止）常混申請書 （様式第 ５そ）を市長

に提 ｍし 、市長の水詰 を受 けな けれ ばな らな い。

２　 前項の規定にかかわら ず、 次の各号に掲げる軽微な変更の場合は、 変‾を申

詰を必要 とし ない。

圉　補助事業に要する経費全体の２０パーセ ント 以内の減ヅと なる 変Ｔリざ をする

場合

（２）補助筒象経費の区分の相互鵈］において、 補鋤対象経費のいずれか低い額

の２０パーセ ント 顕内 の経費を流用 する 場合



（３）補助事業の 目的‾反び効果に影響を攷ぼさ ない範囲で補助事業の細部の変

更をする 場合

３　 市長は、 第１ 項の規定によ る申請に対レ 申請事項を承認すべき もの と加

める とき は、 その回を補釣台交付決定内容変モ承加速加害 （様式第 ６そ）又

は補助事業中止（廃止）七賢害 （様式第 ７号）に より 、葹該申詰者に應

知するも のと する。

（交付決定額の変更）

第９ 条　 補助事業者は、第 ５条第３ 項の規常によ ち洫知さ れた金額 （欸下「交

付決定額」と いう 。） の変更を受けよう とすると きは、その変ｔが生ずると

判Ｗ してから遅滞なく 、次の各号に定め る書類を市長に提ｍしなければなら

ない。

（１）補助金変‾胱交付申 請書 （様式第 ８倚）

（２）県要綱によ る補助金変ブ隻、交イ才申請書‾ル、び添イ才書類の写し

（３）そ の他市長 が必要と 懾め る書類

２　 市長は、 前項の申請があっ たと きは、第 ５粂第１ 項攷び第 ２項の規定に準

じ決 定を 行い 、そ の回 を補助金交付決定変皿祕害 （様式第 ９号）に より、

萢該申請者に途祕する もの とす る。

（補助事業の遂行状況報告等）

第１０条　補助事業者は、市長か ら補助事業の遂脂状況の報告を求め られたとき

は、 Ｊｊ ごと の業務報告等について、タ犬ｊ １０ 日ま でに報告 しなければな らな

し尨

２　 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見迅みがない場合又は

補助事業の遂行が鴇難 となった場合は、 速やかに補助事業遂行困難状疣報告

害（様式第１０号）を市長にを芭し、その指示を受けなければなら ない。

（補助事業の完了 の届 出）

第１ １条　市長は、 補助事業者に補助事業が完了したと きは、その回 を鼈け芭る

よう 求め るこ とができ る。

（実績翳告）



第１２条　補助事業者は、補助事業が完了 した とき （補助事業の廃止の承懾を受

けた とき を含魁。 八下回じ。） は、 速やかに次の俗昜に定める 書類を市長に

提出 しな ければな らな い。

（１ ）補助事業実績報告書 （様式第 １１ 倚）

（２）県要綱によ る補助奈実績報悟書‾反び添付書類の写し

（３）前２号に掲げる もののほか、 市長が必要と懾めるもの

（是正命令等）

第１３条　市長 は、 補助事業の完了に係る 前条の実績報告が あっ た場合におい

て、 葹診事業の成果がな付決定の内容Ｗびこ れに付した条件に適合 しないと

認め ると きは 、葹診内 容等 に適合さ せる ため の措置を執る べき こと を葹診補

助事業者に命ずる こと がで きる。

２　 前項の規定は、第１０条第 １項の報告があっ た場合について準用す る。

３　 補助事業者は、第 １項の措置が完了 した とき は、 前条の規定に従い実績報

告を しな ければな らない。

（補助金額の確定）

第１４条　市長 は、 補助事業の完了に係る 第１ ２条スは前条第３ 項の戔績報告があ

った場合において、当該報告に係る書類の審圭‾反び必要に応 じて行う 現大獄

査等によ り、 葹診事業の成果が交付決定の内容Ｗびこれに付した条件に適合

する と認める とき は、 ズイ才すべき 補釣台の額を確定 レ補助金額確定通聯害

（様式第１２号） によ り当診補助事業者に返知するも のと する。

２　 市長は、 確定 した補釣台の額が、交付決定額 （第 ９条第２ 項の規定により

変ｔされた場合にあっ ては、Ｒ項の規定によ り通知された金額をい う。 弧下

同じ。） と［言丿 額である とき は、 前項の規定に よる通知を省略する二 とが でき

ｉ

る。

（補助金の請求）

第１ ５粂　規ＨＩ」 第１ ３条 に規定す る補助金の結衆は、補釣台結衆害（様式第１ ３号）

によ るも のと する。

（交付決定の取消 し）



第１６粂　 市長 は、 規則第１６条の規定に より 補助金の交付決定の全部又は一部を

取り 消したと きは、速やかにその回 を補助金交付決定耿消適‰書（様犬第１４

号） によ り、 補助事業者にを知する もの とす る。

２　 補助事業愾始の日 から加算 して ３年末満で事業を 中止若し くは廃止 し、又

は事業所等を事業のた めに使鴇せず他の用途に使用したと きは、規則第１６粂

第１ 項第 １倚又は第２ 号に該荳する もの とみなし 、前項の規定を準用す る。

（補助金の返還）

第１ ７粂　 補釣台の 交イ才を 受け た補助事業者 が、 事業完了 後３ 年末満で市夕卜へ転

ｍした場合又は事務所等を市タｙに移転する場合には、補助金を全額返ぎしな

ければな らない。

（関係書類の整備攷び保存）

第１８条　補助事業者は、售該補助事業に係る 経費のＵ又支の状況を 獸ら かに した

書類、帳簿等 を備 え、 かつ 、そ の証拠書類を皿してお くと とも に、 萢該補

助事業が完了 した年度の回年度から加算 して ５年間縦存しなければならな

し殆

（成果の悵夫）

第１ ９粂　 市長 は、 必要 があ ると 混め ると きは 、補助筒象事業の 成果 につ いて補

助事業者に発表さ せる こと がで きる。

２　 袖Ｘ助事業者は、 前項の規定に より 成果の戛夫を求め られたと きは、これに

応じなければなら ない。

（事業化等の報告）

第２０条　 補助事業者は 、補助事業の 完了 した 日の 属す る年度の 翌年度の初日か

ら起算し て５ 年顋 、次 に掲 げる 事項の毎年度 の状況等 につ いて 、補助事業状

況報告書 （様式第 １５ 号） に必要な書類を添 えて 、市長に報告 しな ければなら

ない。

圉　 補助事業 の成果

（２）事業内容、 収支八び決算等

（３）雇 肖］ 状況



（４）前 ３号に掲げる もののほか、 市長が必要と 認め る事項

２　 市長 は、 補助事業者に対し必要怙拓ると 認め ると きは、実地に調をする二

とができ る。

３　 市長は、 袖釣台に係る予算執行の適子を期するために必要かおると きは、

補助事業者に対して報告を求め、又はその帳簿書類その他の物件にＭし説明

を求める こと ができる。

（そ の他）

第２ １条　 この告示に定める もの のほ か、 必要な事項は、市長がＷ」 に定める。

附　則

この 告示 は、 令和 ２年 ４大ｊ１ 日か ら施行す る。

附　 則（令和 ３年告示 第７ １号）

この告示は、 令和 ３年 ５万 ６日 から施行する。

附　 ｍ（令ね ４年告示 第４３そ）

この 告示 は、 令和 ４年 ４１ １日 から 施行する。

附　 則（令和 ６年告示 第３８号）

二の告示は、 令和 ６年 ４ナｊ１ 日か ら施行する。



別表第１ （第 ３条 幌イ鼻）

補助筒象事業 要件

高度技術を鴇いた

ＩＴ等事業所開設事

業

次の各号に掲げる要件をすべて満たす中手企業者 （み

なし犬を業を除く 。）

（１）市内において、 新たに事業所等を膓設する事業者

で、 県要綱による補釣台交付決定を受けたもの

（２）高度技術を迅鴇 して社会牒鼈の解隹を 回り 、今後

成長がえ迅まれる ３年八上の事業牡圃を有する者

（３）革新的なアイデアと 高度技術を白≡目 した事業の径

験、 実績 、知識又 は能力か おる者

コワ ーキ ングスペ

ース 開設支援事業

（を備支援型）

コワ ーキ ング スペ

ース 膓数支援事業

（を営支援型）

次の各号に掲げる要件をすべて満たす者

圉　 市内 において 、新たに事業所等 を陽設す る事業者

で、 県要綱による補助白文イ才決定を受けた者

（２）３ 年罧上の事業計画を有 し、 萢診 コワ ーキ ングス

ペースを利只］する起業家等の ビジネス俎勣 ・成長社

犬を 支援する 計画 を有する者

屶」表第 ２（第３ 条関係）

（１）高度技術を用いたＩＴ等事業所開鼈事業

経費 ［犬分 内容 補助率 補助

期間

上限額

建物改修

費

新た に瘋鼈する事業所等に必要 となる

建物 の改修に 要す る経費。 ただ し、事

業所等の用に供す る部分と 圭俎のＪ≡目に

供する部分が一つの建物に混在すると

きは 、生活の 川に供す る部分を 除く。

１／４

以内

開設

時

５０万口

事務機器

取呉費

新た に鵬鼈する事業所等に必ぢ となる

事務機器取得費

１／４

以内

開設

時

２５万円



賃料 新た に鵬設す る事業所等の 賃貸料蓼、び

施設使用料

１／４

以内

利用

開始

後３６

箇１

１年あ

たり ３０

万ト９

途信回線

使用料

新たに陽設する事業所等において、補

助事業者が支社う 應信 回緑便用料

１／４

以内

利用

開始

後３６

箇Ｒ

１年あ

たり ３０

万円

人件費 新た に愾設す る事業所 にお いて 、高度

技術を必要とする業務に従事する高度

技術者に係る 人件費で あっ て、 次の各

号に掲げるもの

（１）独立行政法人情報処ミ推進機構が

実施する 情報処ミ技術者試験の うち

高度試験の合格者

（２）民間を業における前号と 覬等の資

格を有する者

（３）第 １倚と「鶚等以上の技術、 殞発実

績等 を有する者

定額 利用

顋姑

後３６

箇ナ］

１年１

人あた

り１００万

ト９

佐　上表にかかわ らず、をき家を改修した場合の朧物改修費の上膃額は、

１００万 円と する。

（２）コ ワーキングスペース幌鼈支援事業（を備支援型）

経費 ［先分 内容 補助率 補助

期間

上限額

建物改修

費

新た に開設す る事業所等に必要 となる

朧物の改修に要す る経費。 ただ し、事

業所等の篦に供す る部分と 圭痼の用に

１／４

以内

開設

時

２５０万 ｙ・］



供す る部 分が 一つ の建物に 混在すると

きは 、圭活の用に供す る部分を 除く。

事務機器

詢、得費

新た に現数する事業所等に必要 となる

事務機器取得費

１／４

八内

開設

時

２５ 万口

八　 上表 にかかわ らず 、空 き家 を改修し た塙合の朧物改修費の 上ｍ額は、

３００万口と する。

（３）コ ワーキングスペース愾設支援事業（朧営支援型）

経費区分 内容 補助率 補助

期間

上限額

朧物改修

費

新たに開設する事業所等に必要 となる

建物 の改修に要す る経費。 ただ し、事

業所等の 八］ に供する 部分 と生活の用に

供す る部分が一つの建物に混在すると

きは 、圭活の用に供す る部分を 除く。

１／４

以内

開設

時

５０ 万鵈

事務機器

匐、得費‘

新た に開八す る事業所等に必要 となる

事務機器報得費

１／４

以内

開設

時

２５万円

賃料 新た に陽設す る事業所等の 賃貸料Ｗび

施設使用料

１／４

以内

利用

開始

後３６

箇万

１ナｊ肖

たり２

万５千

円かつ

１年慝

たり ３０

万円

適信回線

使用料

新たに鴇設する事業所等において、補

助事業者が支払う 通信回線使Ｊ≡目料

１／４

以内

利用

開始

後３６

箇１

１犬丿肖

たり２

万５千

「９ かつ



１年荳

たり ３０

万円

人件費 新た に只数す る事業所 にお いて 、業務

に従事す る高度技術者 に係 る人件費で

あっ て、 次の各号に掲げる もの

（１）ぢ立行政悵大情報処ミ推崔機構が

実施する 情報処‾ミ技術者試験のうち

高度試験又は応用情報技術者試験の

合格者

（２）ＲｒＭ］を業における前号と 鶚等の資

格を有する者

（３）第 １号 と同 等八上の技術、黶見実

績等 を有する者

定額 利用

開始

後３６

箇１

１年１

人当た

り５０万

「Ｉ］

な　 上表にかかわ らず、をき家を改修した場合の朧物改修費の上賢額は、

１００万 円と する。



様式第１ 号（第４ 粂関係）

南あ わじ市長　　様

事業所所在地

事業所竡

代表者住所

八ネ

連絡先

補助金交付申請書

年　　 ｙｘ　　　日

南あわじ市シ ビッ クテ ック 推進事業蓼、びコ ワー キン グス ペース開設支援事業

補鋤饂交イ才要綱第４ 条の規定によ り、 補助金のな付を受けたいの で、 次の とお

り申請します。なお、 補助金の審査に葹 たり 、市が私の市税等の滞納情報、暴

力団 との関係の有無を確認する こと に同意します。

補助筒象事業 ［萢分

に］ 高度技術を用 いた ＩＴ 等事業所開設

ロコ ワー キン グス ペー ス開 設支援（整備 支援型）

ロコ ワー キン グス ペース戛鼈支援（ミ售支援型）

事業の着工予定年ナｊ日 年　　　　ナ」　　　日

事業の完了予定年ナ］日 年　　　　大八］

操業 開始予定年ナミｊ日 年　　　　１　　　　日

補助筒象経費 の見積額合計 口

補助金申 請額 円

１

（添付書類）

県要綱に よる 補助金交付申 請書‾反び添付書類の 写し

２

３

県ぢ綱に よる 補助金交付決定盍祕書の写し

その他市長が必要 と嘉める 書類



様式第２ 号（第５ 粂関係）

様

南あわじ市長

補助金交付決定通ぬ害

［
月

第
　
年

号
　
日

年　　 犬丿　　 日付けで串請のあったシビ ック テッ ク推進事業‾乱びコワ

ーキ ング スペース 開鼈支援事業補釣台の 交付 につ いて 、次 のと おり 交付するこ

とに決定 したので、南あわ じ市シビ ック テッ ク推進事業攷びコ ワーキングスペ

ース 愾鼈支援事業補釣台交付要綱第 ５条第３ 項の規定 によ り通知し ます。

補助を交付決定額 ト９

補助対象経費 円

補助の条件



様式第３ 号（第６ 粂関係）

南あわじ市長　　様

事業所所在地

事業所名

代表者住所

氏名

連絡先

補助金交付決定辞莅届

年　　 犬丿　　　日

年　　 ナ］　　 日付け　 第　　 号で交付決定途知のあったシビ ック テッ

ク推彑事業‾瓦びコワーキングスペース開設文挟事業補釣台について辞ぶしたい

ので、南あわ じ市シビ ック テッ ク椎崔事業‾反びコワ ーキ ングスペース陽鼈支援

事業補助金交付要綱第 ６条第２ 項の規定によ り、 次の とお り届 ｍします。

辞退のミ日日



様式第４ 号（第８ 粂関係）

南あ わじ市長　　様

事業所所在地

事業所竡

代表者往所

氏名

連絡先

補觜を交付決定内容変更専售申請書

年　　 ナＪ　　　日

年　　 Ｒ　　 日イ才け　第　　 号で交付決定途‰のあったシビ ック テッ

ク推九事業‾玖、びコ ワーキングスペース顋設支援事業補助金について、次のとお

りブイ才隹定の内容を変Ｔリ１ したいので、 承認願いたく 南あわじ市シ ビッ クテ ック

推進事業‾肬びコ ワー キン グス ペー ス愾鼈支援事業袖助金交付ぢ綱第８ 条第 １項

の規定に より 、次 のと おり 申請 しま す。

補釣台交付決定額
（変更前）

口

（変え後厂

円

補助対象経費総額
（変更前）

ト９

（変更後）

円

変更の内容及び‾裁泣ョ

（添イ才書類）１

２

変更が確認で きる 書類

その他市長が必要 と認める 書類



様式第５ 号（第８ 条愾Ｗ）

南あ わじ市長　　様

事業所所在地

事業所竡

代表者住所

氏竡

連絡先

補助事業中止 （廃止） 承混串請書

年　　 Ｒ　　　日

年　　 １　　 日付け　 第　　 号で交付決定通知のあったシビ ック テッ

ク推進事業匹ユワ ーキ ングスペース 開鼈支援事業について、次のと おり 中止

（廃 止） した いの で、 承認願い たく 南あ わじ 市シ ビッ クテ ック 推進事業八びコ

ワー キン グス ペー ス愾敦支援事業補助金な鴇戛綱第８ 粂第 １項の規定に より、

次の とお り申 請し ます。

中止 （廃止） のミ けョ

廃止予定年１日 年　　 １　　　日

中止予定期間 年　　 ナ］　　 日か ら　　 年　　 ｙ］　　 日まで



様式第６ 号（第８ 粂関係）

様

南あわじ市長

補助金交付決定内 容変更心仏書

［
［
［
ぺ

第
　
年

そ
　
日

年　　 ｙｘ　　 日付けで変更申請のあったシビ ック テッ ク推進事業及び

コワ ーキ ングスペース 幌設支援事業補釣台については、次のと おち 氷隹するこ

とに決定したので、南あわ じ市シビ ック テッ ク推ま事業攷びコ ワーキングスペ

ース 陽設支援事業袖釣台交 イ才 要綱第８ 条第 ３項 の規 常に より 通好］し ます。

１　 この補助金のブイ才の筒象 となる本業は、　　　　 年　　 ｙ］　　 日イ才けで申

請の あっ た事業と し、 その内容は補助金使イ才決定内容変戛：爆靠申請書に髱載

のと おり とする。

２　 補幼生交サの 条件等に つい ては 、上記の ほかは

付け　第

る。

年　　 八　　　日

号補助金な鴇決定を聯害におけ る補助の条件のと おり とす



様式第７ 号（ 第８ 条関係）

様

南あわじ市長

補助事業 中止 （廃止） 承認通‰害

万

第
　
年

号
　
臼

年　　 ナｊ　　 日イ才け で中止（廃止）申 請の あっ たシ ビッ クテ ック 椎崔

事業‾乱びコ ワーキン グスペース開鼈支援事業補助金について は、 次の とお り承

懾す るこ とに決定 した ので、南 あわ じ市 シビ ック テッ ク推崔事業八びコ ワーキ

ングスペース瘋設崖援事業補助金交付要綱第 ８条第３ 項の規定によ ち途ｙ口 しま

す。

年　　 ナ］　 日イ才け で申 請の あっ た事業は、補助事業中止（廃止）承

懾申請書に記載の とお り中止（廃止）する。



様式第８ 号（第９ 条関係）

南あ わじ市長　　様

事業所所在地

事業所名

代表者住所

瓦隹

追齏先

補助金変更交付申 請書

年　　 ナ］ 日

年　　 Ｊ≡ｊ　　 日付け　 第　　 号で交付決定通慨］の あっ たシビッ クテッ

ク推竟事業八びコ ワーキングスペース戛設支援事業補助かについて、次のとお

り交付決定の 内容 を変更し 、補釣台の交付を受け たいので承懾顯いたく 、南あ

わじ市シ ビッ クテ ック 推進事業‾乱びコ ワーキン グスペース開鼈支援本業補助金

交付要綱第９ 粂第 １項 の規定に より 申請 しま す。

補助金交付決定額
（変更前）

トＲ

（変更後）

円

補助筒象経費総額
（変 Ｔりざ前）

『９

（変更後）

口

変更の内容

（添付書類）

１　 県戛綱による補蝠を変更交付申請書攷び添付書類の写し

２　 その他市長が必要 と懾める 書類



様式第９ 号（第９ 条関係）

様

南あわじ市長

補助金交付決定変更瘋祕害

日
い

第
　
年

号
　
日

年　　 ナ］　　 日イ才け で変‾曼申請のあ った シビ ック テッ ク推進事業‾乱び

コワーキングスペース 「鋼設支援事業補助金の交付については、次のと おり 変戛。

して交付する こと に決定したの で、 南あわじ市シ ビッ クテ ック 推進事業‾ル、びコ

ワーキングスペース開設支援事業補助金交付要綱第９ 条第 ２項の規定に よち適

知します。

補鵬価溲付決定額 Ｆ９

補助 筒象経費総額 円

補助 の条件



様式第１０号 （第 １０ 粂関係）

南あ わじ市長　　様

事業所所在地

事業所名

代表者住所

氏二‰

連径先

補助事業遂行困難状況報告書

年　　｜ 日

年　　 ナ］　　 日イ才け　 第　　 号で交付決定通知 のあ った シビ ック テッ

ク推進事業八びコ ワーキングスペース陽設支援事業補釣台については、 次のと

おり 事業の遂行が困難となったので、圉あわ じ市シビック テッ ク推進事業‾反Ｔ咨

ロワ ーキ ング スペース 瘋設支援事業補助白文 イ才要綱第１０条 第２ 項の 規常 によ

り報告します。

事業の遂行が 困難なミ聚

今後 の見Ｊし と所え



様式第１ １号 （第 １２ 条関係）

南あ わじ市長　　様

事業所所在地

事業所名

代表者住所

氈名

運旅先

補助事業実績報告書

年　　 千万ｊ　　　日

年　　 ナｊ　　 日イ才け　第　　号で交付決定通知のあったシビ ック テッ

ク推彑事業八びコ ワーキングスペース陽設支援事業補釣台について、次のとお

り事業を実施 したので、南あわ じ市シビ ック テッ ク推進事業‾反ザユワーキング

スペース開設支援事業補釣台交付要綱第 １２ 条の規定によ り、 その実績を報告し

ます。

補助金交付決定額 円

補助筒象経費総額 円

事業実施期間 年　　 ナ］　　 日か ら　　 年　　 ナｊ　　 日まで

事業実施場所

（添イ才書類）

１　 県要綱に よる 補助金実績報告書攷び添付書類の写し

２　 その他市長が必要 と簒める 書類



様式第１ ２号 （第 １４ 粂関係）

様

南あ わじ市長

補釣台額確定通‰害

五

箇
　
年

そ
　
日

年　　 １　　 日付け　 第　　 号で交付決定 した シビ ック テッ ク推進事

業‾反び コワ ーキ ンダスペース 回設支援事業補助金については、次のと おり 補助

金額を確定したの で、 南あわじ市シ ビッ クテ ック 推九事業八びコワーキ ングス

ペース戛設支援事業補鋤を交イ才要綱第 １４ 条第 １項の規定に より 通加 しま す。

補釣台確定額 円



様犬第１ ３号 （第 １５ 条関係）

南あわじ市長 様

補助金請求書

年　　 ナ］

事業所所在他

事某所ネ

代衷者八ネ

発行責任者又 は担 葹者氈名

速絡先

日

年　　 ｙｘ　　 日付 け　 第　　 号に より 交付決定 を受 けた シビ ック テッ

ク推九事業攷びコ ワーキン ダスペース愾設支援事業袖釣台について、南あわじ

市シ ビッ クテ ック 推進事業攷びコワ ーキ ングスペース 開設文挟事業補助金交付

要綱第１５条の規定に基づき、 次の とお り請求します。

請求額 円

一一く口 座板込依頼卜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ズイ才さ れる 補助饂け次の ロ縦へ振 り込 みを おＷいし ます。

金融機関名：

預金 口座：

四隴番号：

（フ リガナ）

口座先義人：

膃行 ・信鴇金庫・ 信用 組合 ・農業協 「鶚祖合 支店



様式第１４そ （第 １６ 条緊孫）

様

南あわじ市長

補肋金プ付決定取消と面加害

万

第
　
年

号
　
日

年　　 ｙｘ　　 日付け　 第　　 号で交付決定 した シビ ック テッ ク推進事

業攷びコ ワーキングスペース黶設支援事業補釣台については、 次の とお り取り

消すこと に決定したので、 南あわじ市シビッ クテ ック推九事業‾ル、び コワーキン

グスペース開鼈支援事業補助全文イ才要綱第 １６ 条第 １項の規定に より 通加 しま

す。

取り 消す補釣台額 円

取消 しのミばヨ



様犬第１ ５号 （第 ２０ 粂関係）

南あわじ市長　様

事業所所在地

事業所佑

代表者住所

八ネ

巡絡先

補助事業状況報告書

年　　 大八］

年　　 ｙｘ　　 日付け　 第　　 号で補助金の額の確定を通知さ れた シビ

ツク テッ ク推進事業‾乱び コワ ーキ ング スペース 戛設支援事業補釣台に つい て、

南あ わじ 市シ ビッ クテ ック 推進事業 ‾ル、び コワ ーキ ング スペ ース 開鼈支援事業補

助白 文イ才要綱第 ２０ 条第 １項 の規 たに より 、事業の 状況 を次 のと おり 報告 しま

す。

報告事業期『Ｍ］ 年　　 ナｊ　　　日か ら　　　 年　　 ｙｘ　　　日まで

創業愾始年大丿日 年　　 万　　　日

事業の成果

事業内容

雇鴇状況

‾こ規職員　　　　　 人　 （う ち市内在往者数　　 人）

非を規職員　　　　 人　 （う ち市内在往者数　　 人）

合計　　　　　　　 人　 （う ち市内在往者数　　 人）

その他報告事項

添付書類



様式第Ｔ号

様犬第２匙

様式第３号

様犬第４号

様式第５号

様犬第６今

様式第７号

様式第８号

様式第９号

様式第１０号

様犬第１ １今

様式第１２号

様式第１３号

様式第１４今

様式第１ ５号

（第 ４条 関係）

（第 ５条 関係）

（第 ６条 Ｍ係）

（第 ８条 関係）

（第 ８条 瘋係）

（第 ８条 関係）

（第 ８条 Ｍ係）

（第 ９粂 関係）

（第 ９条 関係）

（第 １０条関係）

（第 １２条関係）

（第 １４条関係）

（第 １５ 粂関係）

（第 １６粂関係）

（第２０条関係）


